
[採用予定日］ [募集人数］ 1名

☆採用時には、希望に従って配属を決定します。

[職務内容］

[勤務時間］ 3交代制

[応募資格］ 次のすべての要件を満たす方 日勤 8:45～17:15（休憩45分）
1）採用時60歳未満の方 準夜勤 16:45～翌1:15（休憩45分、休息15分）
2）助産師の資格取得者 深夜勤 0:45～9:15（休憩45分、休息15分）
3）夜勤可能な方

4）次のいずれにも該当しない方 ２交代制（12時間）
ア 日勤 8:45～17:15（休憩45分）

長日勤 8:45～21:00（休憩60分）
イ 夜勤 20:15～翌9:15（休憩60分、休息15分）

[給 与 例］ [休　　暇] <休日> 1か月変形労働制

区分 基本給 主要手当 合計

助産師（四大卒＋大学院修士課程修了） 272,000円 71,000円 343,000円 <年次有給休暇> 20日

助産師（四大卒＋専門一年卒） 268,000円 70,000円 338,000円 <夏期休暇> 5日
助産師（四大卒） 266,000円 70,000円 336,000円 <産前産後休暇> 各8週間

<結婚休暇> 5日

基本給 本給＋地域手当＋初任給調整手当 <その他>

主要手当 夜間業務手当（3交代制8回）・夜勤手当

超過勤務手当（10時間の場合） [育児休業]

昇給 原則として年一回

[院内保育所] 病院にあります。

24時間保育は週2回程度あります。

[その他の手当等］

<通勤手当> 実費（上限55,000円） [そ の 他]
<住居に関する手当>　世帯主（賃借）　上限27,000円

年間4.4月分（令和5年度実績）

・その他<扶養手当>があります。

・準夜勤務明け及び深夜勤務入り時は、タクシーチケット支給

看護衣が貸与されます。

[福利厚生] 健康保険・年金制度の適用があります。

[応募手続] 次の書類を西部医療センター管理課庶務係へ郵送又は持参してください。

　（1）  履歴書　　（専用の履歴書に漏れなく記入してください。A4サイズで両面に印刷してください。）

　（2）  助産師免許証の写

☆封筒には、「看護職員採用試験応募書類在中」と朱書きしてください。

☆ご提出いただいた履歴書等は返却しませんので、ご了承ください。

☆一度不合格になった場合、同一年度に再度当院を受験することはできません。

[応募締切] 令和6年1２月６日（金）17時必着

[選考方法] 作文試験、面接試験

☆最低合格基準点に満たず不合格となることがあります。

[面接日程] 応募書類受領後、日程調整させていただきます。

☆条件等により、採用日についてはご相談いたします。

☆定員を満たした場合、実施されないことがございます。ご了承ください。

[試験会場] 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（予定）

[結果発表] 郵送により受験者全員に通知します。

☆不合格者については、選考結果の開示を請求することができます。詳細については、お問い合わせください。

[応募・問い合わせ先] 〒462-8508　名古屋市北区平手町１丁目１番地の１　℡（052）991-8121

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター管理課庶務係　山地

〒467-8601　名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１　℡（052）853-8062

名古屋市立大学　総務部　人事課人事係　看護職員採用担当
[勤務条件・給与等・

問い合わせ先]

応募方法

（ただし、距離、年数、居住形態等の条件があります。詳細はお問い合
わせください。）

<期末勤勉手当>

[被　　服]

・募集人数や給与等の勤務条件は、令和６年11月1
日現在のものです。

令和7年度　西部医療センター看護職員(助産師)募集要項

募集内容
令和7年4月1日

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその
執行を受けることがなくなるまでの者

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下
に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その
他の団体を結成し、又はこれに加入した者

西部医療センターにおける看護業務

待遇等

・平成31年3月31日以降退職者の優遇制度がありま
す。

・一定の条件を満たした方を対象に、認定看護師教育
課程への派遣制度があります。出張扱いなので給料は
保証され、授業料についても自己負担はありません。

・業務中の事故等については、災害補償の適用があり
ます。

(土/日/祝日/年末年始に相当する日数)

・令和3年4月1日から公立大学法人名古屋市立大学
が運営するため、名古屋市立大学職員として採用され
ます。

☆上記の額は免許取得直後の方のモデル給与であり、基本給については経験に
応じて加算されます。

忌引等、休暇規程による休暇

満3歳に満たない子を養育する場合、育児休業を取得
することができます。

（満1歳までの間、手当金の支給制度があります。）


